
 

 
 

 
     
    
      
       

 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

          
    

     
      

 
    

 
    

        

        
        

 
         

   
      

                
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

  
 

 
  

     
  
  
  
  

      
  
  

     
  
  
  
  
  

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

   
 

 
    

 
 

   
 

 
 

    
 

 
 
 

 



 

   
 

     
 

 
 

   
 

 
 

    
 

  
 

     
 

    

 
 

     
 

   
 

 
       

          
 

 

 
 

 
 

 

       
   

    

 
   

 

  

 
 

 

    

 

 

          
 



 

          
 

 

 
 

 
 

 

     

     
 

 
   

    

 
   

 

  

 

 

 

    

 

 

 
 

 

    

 

 

          
 

 
 

      
    

 
      

   
   

      
 

       
       
        

 
 

       
 

 
       

   
        

 
 

       
   
       



 

 
 

       
 

 
       

 
 

       
       
        

 
 

       
       
        

 
 

       
   
        

 
 

       
     

 
       

     
 

       
       
   

 
 

 
       

     
 

       
 

 
       

     
 

       
 

 
       

 
 

       

 
 

       

 
 

       
  
 



 

       
     

 
       

 
 

       
     

 
       

 
 

       
     

 
  

     
 

  
      

 
  

     
 

  
      

 
  

     
 

  
      

 
  

       
   

 
  

         
   

 
  

       
   

 
  

       
   

 
  

       
   

 
  

            
 

   
 
 
 



 

  
             

 
   

 
  

        
 

   
 

  
      

   
    

    
 

  
      
    

 
  

      
    

 
  

                 
 

    
 

  
       
    

 
  

      
    

 
  

       
    

 
  

        
 

    
 

  
      
    

 
  

      
    

 
  

       
    

 
 
 



 

  
      
    

 
  

   
    

 
  

   
    
 

  
   
    



別表（第６条関係）

貸付限度額 貸付期間 貸付利率
保証協会の
保証料率※

保証協会の
保証及び物
的担保・保

証人
1 　原則とし

て、月賦償
還とする。

1 　事業を営んでいない個人で、2か月
以内に新たに会社を設立し、事業を
開始する具体的な計画があるもの

2 　中小企業者にあたる会社で事業を
継続しつつ、新たに会社を設立し、
事業を開始する具体的な計画がある
もの

3 　事業を営んでいない個人が設立し
た会社で、設立から5年未満であるも
の

4 　自らの会社で事業を継続しつつ、
新たに設立した会社で、設立から5年
未満であるもの

5 　事業を営んでいない個人が開始し
た事業を、新たに設立した会社に承
継させ、個人創業から5年未満である
もの

6 　事業を営んでいない個人で、1か月
以内に事業を開始する具体的な計画
があるもの

7 　事業を営んでいない個人で、事業
を開始した日以後5年を経過していな
いもの

(スタートアップ創出促進保証におい
て、6，7は対象外）

1 　原則とし
て、月賦償
還とする。

1 　中小企業等経営強化法（平成11年
法律第18号）により行政庁から承認
を受けた経営革新計画又は認定を受
けた異分野連携新事業分野開拓計画
に基づき事業を行う中小企業者

2

2 　県が「地域産業資源活用事業の促
進に関する基本的な構想」で特定し
た地域資源に係る新製品や新サービ
スの事業化に取り組む中小企業者

3 　農林漁業者と連携し、互いの経営
資源を有効に活用することにより新
製品や新サービスの事業化に取り組
む中小企業者

4 　佐賀県トライアル発注事業で選定
された新製品や新サービスの事業化
に取り組む中小企業者

5 　受託中小企業振興法により認定を
受けた計画に基づき事業を行う中小
事業者

貸付期間が5
年以内の融資
年1.4％以内
貸付期間が5
年超7年以内
の融資
年1.5％以内
貸付期間が7
年超の融資
年1.6％以内

貸付期間が5
年以内の融資
年1.4％以内
貸付期間が5
年超7年以内
の融資
年1.5％以内
貸付期間が7
年超10年以内
の融資
年1.6％以内
貸付期間が10
年超の融資
年1.7％以内

資金名 貸付対象 償還方法

さが創
生貸付

創業資
金

◆独立・創業
　次の各号のいずれかに該当するものが
必要とする事業資金

3,500万円 10年以内

新事業
展開等
資金

◆新事業活動促進
　新たな事業活動を行おうとする次に掲
げる中小企業者が必要とする事業資金
（既存債務の借換資金を含む）

5,000万円（運
転資金のみの
場合は、2,000
万円）
ただし、組合
等にあって
は、2億円（運
転資金のみの
場合は、4,000
万円）
借換資金の場
合8,000万円
（新規貸付資
金は5,000万円
まで（運転資
金のみの場合
は2,000万円ま
で））
※新事業活動
促進7を用いる
場合において
は、補助金交
付額を上限に
運転資金8,000
万円まで

設備資金
10年以内
（不動産の
取得を主な
内容とする
ものについ
ては、15年
以内）
運転資金
7年以内
（7の場
合、運転資
金2年）
借換資金
10年以内

原則とし
て、保証協
会の保証付
きとし、保
証協会は、
必要に応
じ、物的担
保又は連帯
保証人を徴
求すること
ができる。
ただし、ス
タートアッ
プ創出促進
保証を用い
る場合は不
要

2 　2年以内
ただし、ス
タートアッ
プ創出促進
保証を用い
る場合は、
据置期間1
年以内とす
る。

設備資金分
年0.00%
運転資金分
年0.30%以
内
（6の場
合、年
0.00%）
借換資金分
年0.60%以
内

原則とし
て、保証協
会の保証付
きとし、保
証協会は、
必要に応
じ、物的担
保又は連帯
保証人を徴
求すること
ができる。

　2年以内
（運転資金
にあって
は、1年以
内）の据置
期間を置く
ことができ
る。

設備資金分
年0.00%
運転資金分
年0.30%以
内
借換資金分
年0.60%以
内
(スタート
アップ創出
促進保証を
用いる場
合、0.2％
の上乗せ）



6 　知的資産経営報告書等を作成し、
新事業活動に取り組む中小企業者

7 　新事業活動に取組む（県内の事業
に限る）にあたり国や地方自治体、
公的機関等からその事業に係る補助
金の交付決定を受けている中小企業
者又は、佐賀県産業労働部が所管す
る補助金の交付決定を受けている中
小企業者

8 　その他新規性・独創性のある新製
品や新サービスの事業化に取り組む
中小企業者

設備資金分
年0.00%
運転資金分
年0.00%
借換資金分
年0.60%以
内

1 　経済環境の変化又は親事業者の事
業活動の変化に伴い、事業転換又は
新分野進出を行う中小企業者

2 　引き続き１年以上県内に事業所を
有し、かつ、引き続き1年以上県内に
おいて同一事業を営んでいる中小企
業者である会社が、自らの事業の全
部又は一部を継続して実施しつつ新
たに県内で異業種を営むために設立
した中小企業者である会社であっ
て、事業開始後1年未満のもの

事業承
継資金

5,000万円 1 　原則とし
て、月賦償
還とする。

1 　事業承継に取り組む者 2 　2年以内
（運転資金
にあって
は、1年以
内）の据置
期間を置く
ことができ
る。ただ
し、要件2
の場合にお
いては、設
備資金・運
転資金とも
に1年以内
とする。

　次の各号のいずれかに該当する中小企
業者が必要とする事業資金

◆ＤＸ事業活動促進
　ＡＩ・ＩｏＴをはじめとしたＩＴ、ロ
ボティクス等の先進技術やそれを用いた
サービスを活用して、既存ビジネスの生
産性向上や付加価値向上、新たなビジネ
スの創出といったＤＸ（デジタル・トラ
ンスフォーメーション）に取り組む中小
企業者が必要とする事業資金
（既存債務の借換資金を含む）

◆事業転換
　積極的に事業転換を行おうとする次に
掲げる中小企業者が必要とする事業資金
（既存債務の借換資金を含む）

5,000万円（運
転資金のみの
場合は、2,000
万円）
借換資金の場
合8,000万円
（新規貸付資
金は5,000万円
まで（運転資
金のみの場合
は2,000万円ま
で））

設備資金分
年0.00%
運転資金分
年0.30%以
内
借換資金分
年0.60%以
内

設備資金
10年以内
（不動産の
取得を主な
内容とする
ものについ
ては、15年
以内）
運転資金
7年以内

設備資金分
年0.00%
運転資金分
年0.00%



2 　3年以内に事業承継する計画を有す
る法人又は令和2年1月1日から令和7
年3月31日までに事業承継を実施した
法人で事業承継日から3年を経過して
いないもので、次の各号すべてに該
当する者
　(1)資産超過であること
　(2)EBITDA有利子負債倍率が10
　　倍以内であること
　(3)法人・個人の分離がなされ
　　ていること
　(4)返済緩和している借入金が
　　ないこと
　(5)経済産業省の委託又はその
　　委託を受けた者の再委託を
　　受けて事業の承継に対する
　　支援に係る事業を行う者の
　　確認を受けていること

10年以内 原則とし
て、保証協
会の保証付
きとし、保
証協会は、
必要に応
じ、物的担
保を徴求す
ることがで
きる。ただ
し、連帯保
証人は不
要。

設備投
資支援
資金

8,000万円
（設備資金の
み）

設備投資年
0.00%

1 　原則とし
て、月賦償
還とする。

1 事業の効率化・省コスト化・生産性
向上などのため、老朽化した機械の
買替えや、既存設備を更新 するため
の資金であること

2 　2年以内
の据置期間
を置くこと
ができる。

2 工場・店舗・事務所等の新増設や機
械設備・事業用車両・店舗設備等の
導入を行うための資金であること

年1.35％以
内
設備投資分
年0.00%

1 　原則とし
て、月賦償
還とする。

2

1 　伝統的工芸品産業の振興に関する
法律（昭和49年法律第57号）により
認定を受けた振興計画に基づく事業
を行う中小企業者

2 　知事が指定する地場産業に属する
事業を行う中小企業者のうち、経営
の合理化又は近代化を行うもの

貸付期間が5
年以内の融資
年1.4％以内
貸付期間が5
年超7年以内
の融資
年1.5％以内
貸付期間が7
年超10年以内
の融資
年1.6％以内
貸付期間が10
年超の融資
年1.7％以内

　次の各号のいずれかに該当する中小企
業者が必要とする事業資金

設備資金
10年以内
（不動産の
取得を主な
内容とする
ものについ
ては、15年
以内）

原則とし
て、保証協
会の保証付
きとし、保
証協会は、
必要に応
じ、物的担
保又は連帯
保証人を徴
求すること
ができる。

経営強
化貸付

経営環
境変化
対応資
金

【大型店舗・大企業対策】
大型店舗又は大企業の進出又は撤退によ
り事業活動に影響を受ける（影響を受け
ることが見込まれる場合を含む。）中小
企業者が一定期間内に必要とする事業資
金

5,000万円（運
転資金のみの
場合は、2,000
万円）

設備資金
10年以内
（不動産の
取得を主な
内容とする
ものについ
ては、15年
以内）
運転資金
7年以内

原則とし
て、保証協
会の保証付
きとし、保
証協会は、
必要に応
じ、物的担
保又は連帯
保証人を徴
求すること
ができる。

【地場産業等対策】
　県内の地域産業の振興に寄与する事業
を営む次の中小企業者が必要とする事業
資金

　2年以内
（運転資金
にあって
は、1年以
内）の据置
期間を置く
ことができ
る。



1 　県内における雇用の増大を伴う工
場等施設の移転及び拡張を行うため
に必要とする事業資金

2 　低開発地域工業開発促進法（昭和
36年法律第216号）に規定する低開発
地域工業開発地区、農村地域への産
業の導入の促進等に関する法律（昭
和46年法律第112号）第5条に規定す
る市町が策定した産業の導入に関す
る実施計画において定められた地
区、過疎地域自立促進特別措置法
（平成12年法律第15号）に規定する
過疎地域内、伊万里団地又は七ツ島
工業団地に企業立地を行うために必
要とする設備資金

3 　佐賀空港を利活用するために必要
とする事業資金

4 　施設等の整備を行うために必要と
する設備資金

5 　観光客やＭＩＣＥの誘致を行うた
めに必要とする資金

6 　消費促進支援を行うために必要と
する資金

7 　食品産業品質管理高度化促進
（HACCP）のため必要となる資金

1 　貿易又は国際化の振興に寄与する
貿易関連事業を営む中小企業者

2 　国際標準化機構9000シリーズ又は
14000シリーズの認証を受けようとす
る中小企業者

3 　海外への専門家派遣による商品開
発を行う中小企業者

4 　海外展開の事業化可能性調査を行
う中小企業者

5 　海外展示会への出展を行う中小企
業者

1 　公害防止施設又は環境保全施設の
設置又は改善を行う中小企業者

【企業立地、観光振興、食品産業品質管
理高度化促進（HACCP）対策】
　県内に企業立地等を行う中小企業者
（1及び2については、第3条の規定にか
かわらず、県内に誘致された中小企業者
も含む。）、県内の観光産業の振興に寄
与する事業を営む中小企業者又は食品産
業品質管理高度化促進対策（HACCP）に
取り組む中小企業者が必要とする次に掲
げる資金

1億円（運転資
金のみの場合
は、2,000万
円）

【貿易振興・国際化対策】
　貿易振興又は国際化を行う次に掲げる
中小企業者が必要とする事業資金

5,000万円（運
転資金のみの
場合は、2,000
万円）

【環境・省エネルギー対策】
環境保全・廃棄物抑制又は省エネルギー
対策に取り組む次に掲げる中小企業者が
必要とする事業資金



2 　再生資源の有効利用のための施設
の設置又は改善を行う中小企業者

3 　産業廃棄物の処理を自ら行う中小
企業者又は産業廃棄物処理を業とし
て行う中小企業者

4 　環境への負荷の低減や脱炭素対
策、その他環境の保全を図る中小企
業者

5 　省エネルギー効果のある設備の設
置又は改善を行う中小企業者

6 　新たに再生可能エネルギー設備・
ＣＥＶ（Clean Energy Vehicle）の
導入を行う者

1 　情報処理機器等の整備、ネット
ワークの構築等の高度情報化を進め
る中小企業者

2 　マイナンバーの管理やテレワーク
の導入を行う中小企業者

1 　ＵＤ化に取り組むための施設改修
に必要とする資金

2 　耐震診断・耐震改修を行うために
必要とする資金

3 　消費税増に対応するために必要と
する資金

4 　キャッシュレスに対応するために
必要とする資金

5,000万円 1 　原則とし
て、月賦償
還とする。

1 　融資申込日の前後６カ月以内に、
新たに１名以上正社員を雇用（非正
規から正社員への転用を含む。）す
る者

2

2 　事業場内の最低賃金を引き上げる
者（前年対比で３％以上の上昇。）

3 　新たな従業員の雇用促進・維持を
図るための施設・設備の設置もしく
は改修を行う者

4 　従業員が育児休業を取得しやすく
するための雇用環境整備や、業務体
制整備を行おうとする者

貸付期間が5
年以内の融資
年1.4％以内
貸付期間が5
年超7年以内
の融資
年1.5％以内
貸付期間が7
年超の融資
年1.6％以内

【高度情報化対策】
次に掲げる中小企業者が必要とする事業
資金

【ＵＤ化、耐震診断・改修、消費税対
策、キャッシュレス対策】
　次に掲げる中小企業者が必要とする資
金

8,000万円（運
転資金のみの
場合は、2,000
万円）

人材確
保応援
資金

　次の各号のいずれかに該当する中小企
業者が必要とする事業資金（融資申し込
み時点で佐賀県の地域別最低賃金を上
回っていること）

設備資金
10年以内
運転資金
7年以内

設備資金分
年0.00%
運転資金分
年0.30%以
内

原則とし
て、保証協
会の保証付
きとし、保
証協会は、
必要に応
じ、物的担
保又は連帯
保証人を徴
求すること
ができる。

　2年以内
（運転資金
にあって
は、1年以
内）の据置
期間を置く
ことができ
る。



年0.60%以
内

1 　原則とし
て、月賦償
還とする。

1 　資金繰りに著しい困難を生じてい
る中小企業者

2

2 　売上げの減少その他の理由により
資本の構成が著しく不均衡となって
いる中小企業者

セーフ
ティ
ネット
資金

8,000万円 10年以内 年0.60%以
内

1

2

1 　中小企業信用保険法第2条第5項の
規定に基づく市町長の認定を受けた
中小企業者

2 　中小企業信用保険法第2条第6項の
規定に基づく市町長の認定を受けた
中小企業者

3 　倒産企業等に債権を有し、当該企
業への取引企業への取引依存度が
10％以上ある中小企業者

4 　県が別途指定する県内経済に多大
な影響を及ぼす事象により、資金繰
りが著しく困難又は経営の安定に支
障をきたしたもの

1 　中小企業基盤整備機構の指導又は
助言を受けて作成された事業再生の
計画

2 　認定支援機関の指導又は助言を受
けて作成された事業再生の計画

3 　特定認証紛争解決手続に従って作
成された事業再生計画

4 　整理回収機構が策定を支援した再
生計画

5 　経済活性化支援機構が再生支援決
定を行った事業再生計画

6 　東日本大震災事業者再生支援機構
が支援決定を行った事業再生計画

7 　私的整理に関するガイドラインに
基づき成立した再建計画

貸付期間が5
年以内の融資
年1.3％以内
貸付期間が5
年超7年以内
の融資
年1.4％以内
貸付期間が7
年超の融資
年1.5％以内

経営安
定化貸
付

経営改
善資金

　次に掲げる中小企業者で、商工会議所
等の指導に基づき、適当と認められ、経
営改善に取り組み、その実行と進捗を金
融機関に報告するものが必要とする事業
資金

5,000万円 10年以内 原則とし
て、保証協
会の保証付
きとし、保
証協会は、
必要に応
じ、物的担
保又は連帯
保証人を徴
求すること
ができる。

貸付期間が5
年以内の融資
年1.3％以内
貸付期間が5
年超7年以内
の融資
年1.4％以内
貸付期間が7
年超の融資
年1.5％以内

貸付期間が5
年以内の融資
年1.3％以内
貸付期間が5
年超7年以内
の融資
年1.4％以内
貸付期間が7
年超10年以内
の融資
年1.5％以内
貸付期間が10
年超の融資
年1.6％以内

　2年以内
の据置期間
を置くこと
ができる。

　次の各号のいずれかに該当する中小企
業者が必要とする事業資金

　原則とし
て、月賦償
還とする。
　
　2年以内
の据置期間
を置くこと
ができる。

事業再
生資金

　次のいずれかの計画（当該計画に係る
債権者全員の合意が成立したものに限
る。）に従って事業再生を行い、金融機
関に対して計画の実行及び進捗の報告を
行う中小企業者が必要とする事業資金

5,000万円 分割返済
15年以内
一括返済
1年以内

年0.00％ 1

2

　一括返済
又は分割返
済
　
　分割返済
の場合、3
年以内の据
置期間を置
くことがで
きる。

原則とし
て、保証協
会の保証付
きとし、保
証協会は、
必要に応
じ、物的担
保又は連帯
保証人を徴
求すること
ができる。



8 　自然災害による被災者の債務整理
に関するガイドラインに基づき作成
された計画であって、特定債務等の
調整の促進のための特定調停に関す
る法律（平成11年法律第158号）に基
づく調停における調書（同法第17条
第1項の調停条項によるものを除
く。）又は同法第20条に規定する決
定において特定されたもの

9 　中小企業の事業再生等に関するガ
イドラインに基づき成立した事業再
生計画

10 　中小企業基盤整備機構が法第140条
に規定する出資業務により出資を
行った投資事業有限責任組合が策定
を支援した再建計画

11 　経営サポート会議による検討に基
づき作成又は決定された事業再生の
計画

12 　中小企業等経営強化法（平成11年
法律第18号）第31条第2項に規定する
認定経営革新等支援機関が経営改善
計画策定支援事業によって策定を支
援した事業再生の計画

条件変
更改善
型借換
資金

8,000万円 15年以内 金融機関所定
の利率

年0.60%以
内

1

2

　原則とし
て、月賦償
還とする。

　1年以内
の据置期間
（ただし、
新規の運転
資金を追加
しつつ借り
換える場合
は、据置期
間2年以
内）を置く
ことができ
る。

原則とし
て、保証協
会の保証付
きとし、保
証協会は、
必要に応
じ、物的担
保又は連帯
保証人を徴
求すること
ができる。

災害復
旧資金

6,000万円

※既往の災害
復旧資金の融
資残高に限
り、借換を認
める。

設備資金
運転資金
10年以内

年1.10%以内 設備資金分
年0.00%
運転資金分
年0.00%

1

2

　原則とし
て、月賦償
還とする。
　2年以内
の据置期間
を置くこと
ができる。

原則とし
て、保証協
会の保証付
きとし、保
証協会は、
必要に応
じ、物的担
保又は連帯
保証人を徴
求すること
ができる。

※　事業者選択型経営者保証非提供制度を用いる場合、0.25～0.45％の上乗せ

　次に各号のいずれにも該当する中小企
業者が必要とする借換資金

 1　保証申込時点において、信用保証協
会の保証付き既存債務の残高があるこ
と。

 2　1の既存債務の全部又は一部につい
て返済条件の変更を行っていること。

 3　金融機関及び認定経営革新等支援機
関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策
定並びに計画の実行及び進捗の報告を行
うこと。

　知事が認める特定の地域において、天
災又はこれに準ずる災害で知事が認める
ものによる被害を受け、経営の安定に著
しい影響を受けた中小企業者で、当該被
害を受けたことについて当該事業所の所
在地を区域とする市町長その他知事が必
要と認めた者（以下「市町長等」とい
う。）の証明を受けたものが知事が別に
定める期間内に災害復旧を行うために必
要とする事業資金


